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は
手
段
に
よ
っ
て
会
合
を
開
催
す
る
。

第
三
章

原
産
地
規
則

第
三
十
八
条

定
義

こ
の
章
の
規
定
の
適
用
上
、

「
発
給
機
関
」
と
は
、
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
り
、
当
該
締
約
国
の
法
令
に
従
い
、
原
産
地
証
明
書
を
発
給

(a)
す
る
た
め
に
指
定
さ
れ
、
又
は
権
限
を
与
え
ら
れ
る
団
体
又
は
機
関
を
い
う
。

「
権
限
の
あ
る
当
局
」
と
は
、
各
締
約
国
の
法
令
に
従
い
、
原
産
地
証
明
書
の
発
給
又
は
発
給
機
関
の
指
定
に
つ
い

(b)
て
、
第
五
十
八
条
に
規
定
す
る
認
定
輸
出
者
の
認
定
に
つ
い
て
、
及
び
第
六
十
六
条
に
規
定
す
る
原
産
地
証
明
に
関
す
る

情
報
の
確
認
に
つ
い
て
、
責
任
を
負
う
当
局
で
あ
っ
て
、
次
の
も
の
を
い
う
。

日
本
国
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
又
は
そ
の
後
継
機
関

(i)

ペ
ル
ー
に
つ
い
て
は
、
通
商
観
光
省
又
は
そ
の
後
継
機
関

(ii)
「
輸
出
者
」
と
は
、
輸
出
締
約
国
に
所
在
す
る
者
で
あ
っ
て
、
輸
出
締
約
国
か
ら
産
品
を
輸
出
す
る
も
の
を
い
う
。

(c)

「
当
該
締
約
国
の
工
船
」
又
は
「
当
該
締
約
国
の
船
舶
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
の

か
ら

ま
で
の
全
て
の
要
件
を

(d)

(i)

(iii)
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満
た
す
工
船
又
は
船
舶
を
い
う
。

当
該
締
約
国
に
お
い
て
登
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(i)

当
該
締
約
国
の
旗
を
掲
げ
て
航
行
す
る
こ
と
。

(ii)

次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
。

(iii)

両
締
約
国
の
国
民
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
持
分
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
。

(A)

い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
本
店
及
び
主
た
る
営
業
所
を
有
す
る
法
人
で
あ
っ
て
、
第
三
国
に
お
い
て
登
録
さ
れ
て
い

(B)
る
工
船
又
は
船
舶
を
有
し
て
い
な
い
も
の
が
所
有
し
て
い
る
こ
と
。

「
代
替
性
の
あ
る
産
品
」
又
は
「
代
替
性
の
あ
る
材
料
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
商
取
引
に
お
い
て
相
互
に
交
換
す
る
こ

(e)
と
が
可
能
な
産
品
又
は
材
料
で
あ
っ
て
、
当
該
産
品
又
は
材
料
の
特
性
が
本
質
的
に
同
一
の
も
の
を
い
う
。

「
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
会
計
原
則
」
と
は
、
資
産
又
は
負
債
と
し
て
記
録
す
べ
き
財
産
又
は
債
務
、
記
録
す
べ

(f)
き
資
産
及
び
負
債
の
変
化
、
資
産
及
び
負
債
並
び
に
そ
れ
ら
の
変
化
に
つ
い
て
の
算
定
方
法
、
開
示
す
べ
き
情
報
の
範
囲

及
び
開
示
の
方
法
並
び
に
作
成
す
べ
き
財
務
書
類
に
つ
き
、
締
約
国
に
お
い
て
特
定
の
時
に
、
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い

る
会
計
原
則
又
は
十
分
に
権
威
の
あ
る
支
持
を
得
て
い
る
会
計
原
則
を
い
う
。
そ
れ
ら
の
規
準
は
、
一
般
に
適
用
さ
れ
る
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概
括
的
な
指
針
を
も
っ
て
足
り
る
が
、
詳
細
な
手
続
及
び
慣
行
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

「
同
種
の
産
品
」
と
は
、
外
見
上
の
微
細
な
差
異
（
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
の
決
定
に
影
響
を
与
え
な
い
も
の
を
い

(g)
う
。
）
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
形
状
及
び
品
質
を
含
む
全
て
の
点
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
産
品
を
い
う
。

「
輸
入
者
」
と
は
、
輸
入
締
約
国
に
所
在
す
る
者
で
あ
っ
て
、
輸
入
締
約
国
に
産
品
を
輸
入
す
る
も
の
を
い
う
。

(h)

「
材
料
」
と
は
、
他
の
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
産
品
を
い
い
、
構
成
要
素
、
成
分
、
原
材
料
及
び
部
品
を

(i)
含
む
。

「
非
原
産
材
料
」
と
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
従
っ
て
原
産
品
と
さ
れ
な
い
材
料
を
い
う
。

(j)

「
原
産
材
料
」
と
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
従
っ
て
原
産
品
と
さ
れ
る
材
料
を
い
う
。

(k)

「
船
積
み
用
の
こ
ん
包
材
料
及
び
こ
ん
包
容
器
」
と
は
、
産
品
を
輸
送
中
に
保
護
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
産
品
で

(l)
あ
っ
て
、
第
四
十
九
条
に
規
定
す
る
小
売
用
の
包
装
材
料
及
び
包
装
容
器
以
外
の
も
の
を
い
う
。

「
関
税
上
の
特
恵
待
遇
」
と
は
、
第
二
十
一
条
２
の
規
定
に
従
っ
て
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
に
つ
い
て
適
用
す
る
関
税

(m)
率
を
い
う
。

「
生
産
者
」
と
は
、
産
品
又
は
材
料
の
生
産
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。

(n)
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「
生
産
」
と
は
、
産
品
を
得
る
方
法
を
い
い
、
栽
培
、
成
育
、
抽
出
、
採
取
、
採
集
、
繁
殖
、
採
掘
、
収
穫
、
漁
ろ

(o)
う
、
わ
な
か
け
、
捕
獲
、
収
集
、
狩
猟
、
製
造
、
加
工
及
び
組
立
て
を
含
む
。

「
関
係
当
局
」
と
は
、
次
の
も
の
を
い
う
。

(p)

日
本
国
に
つ
い
て
は
、
財
務
省
又
は
そ
の
後
継
機
関

(i)

ペ
ル
ー
に
つ
い
て
は
、
通
商
観
光
省
又
は
そ
の
後
継
機
関

(ii)

第
三
十
九
条

原
産
品

こ
の
協
定
の
適
用
上
、
次
の
い
ず
れ
か
の
産
品
で
あ
っ
て
、
こ
の
章
に
規
定
す
る
他
の
全
て
の
関
連
す
る
要
件
を
満
た
す
も

の
は
、
締
約
国
の
原
産
品
と
す
る
。

当
該
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ
れ
る
産
品
で
あ
っ
て
、
次
条
に
定
め
る
も
の

(a)

当
該
締
約
国
の
原
産
材
料
の
み
か
ら
当
該
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
生
産
さ
れ
る
産
品

(b)

非
原
産
材
料
を
使
用
し
て
当
該
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
生
産
さ
れ
る
産
品
で
あ
っ
て
、
附
属
書
三
に
定
め
る
品
目
別

(c)
規
則
（
関
税
分
類
の
変
更
、
原
産
資
格
割
合
又
は
特
定
の
製
造
若
し
く
は
加
工
作
業
に
関
す
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
求

め
る
規
則
）
を
満
た
す
も
の
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第
四
十
条

完
全
に
得
ら
れ
る
産
品

前
条

の
規
定
の
適
用
上
、
次
に
掲
げ
る
産
品
は
、
締
約
国
に
お
い
て
完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ
れ
る
産
品
と
す
る
。

(a)生
き
て
い
る
動
物
で
あ
っ
て
、
当
該
締
約
国
に
お
い
て
生
ま
れ
、
か
つ
、
成
育
さ
れ
た
も
の

(a)

当
該
締
約
国
に
お
い
て
生
き
て
い
る
動
物
か
ら
得
ら
れ
る
産
品

(b)

当
該
締
約
国
に
お
い
て
狩
猟
、
わ
な
か
け
、
漁
ろ
う
（
当
該
締
約
国
の
基
線
内
で
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
捕

(c)
獲
に
よ
り
得
ら
れ
る
産
品

当
該
締
約
国
に
お
い
て
収
穫
さ
れ
、
採
取
さ
れ
、
又
は
採
集
さ
れ
る
植
物
及
び
植
物
性
生
産
品

(d)

当
該
締
約
国
に
お
い
て
抽
出
さ
れ
、
又
は
得
ら
れ
る
鉱
物
そ
の
他
の
天
然
の
物
質
（

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
も
の

(e)

(a)

(d)

を
除
く
。
）

当
該
締
約
国
の
船
舶
に
よ
り
、
海
か
ら
得
ら
れ
る
水
産
物
そ
の
他
の
産
品

(f)

注
釈
１

こ
の
章
の
規
定
の
適
用
上
、
一
方
の
締
約
国
の
船
舶
に
よ
り
他
方
の
締
約
国
の
基
線
か
ら
二
百
海
里
ま
で
の

海
か
ら
得
ら
れ
る
水
産
物
そ
の
他
の
産
品
は
、
他
方
の
締
約
国
の
原
産
品
と
す
る
。

注
釈
２

こ
の
章
の
い
か
な
る
規
定
も
、
海
洋
法
の
諸
問
題
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
の
立
場
を
害
す
る
も
の
と
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み
な
し
て
は
な
ら
な
い
。

当
該
締
約
国
の
工
船
上
で

に
規
定
す
る
産
品
か
ら
生
産
さ
れ
る
産
品

(g)

(f)

当
該
締
約
国
の
外
の
海
底
又
は
そ
の
下
か
ら
抽
出
さ
れ
、
又
は
得
ら
れ
る
産
品
。
た
だ
し
、
当
該
締
約
国
が
、
国
際
法

(h)
に
基
づ
き
、
当
該
海
底
又
は
そ
の
下
を
開
発
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

次
の

又
は

か
ら
生
じ
、
又
は
得
ら
れ
る
廃
品
及
び
く
ず
。
た
だ
し
、
当
該
廃
品
及
び
く
ず
が
原
材
料
の
回
収
に
の

(i)

(i)

(ii)

み
適
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

当
該
締
約
国
に
お
け
る
製
造
又
は
加
工
作
業

(i)

当
該
締
約
国
に
お
い
て
収
集
さ
れ
る
中
古
の
産
品

(ii)
当
該
締
約
国
に
お
い
て

か
ら

ま
で
に
規
定
す
る
産
品
の
み
か
ら
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ
れ
る
産
品

(j)

(a)

(i)

第
四
十
一
条

原
産
資
格
割
合

１

産
品
の
原
産
資
格
割
合
は
、
次
の
計
算
式
に
よ
り
算
定
す
る
。

Ｆ
Ｏ

Ｂ
－

Ｖ
Ｎ

Ｍ
Ｑ

Ｖ
Ｃ

＝

×１
０

０
Ｆ

Ｏ
Ｂ
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こ
の
場
合
に
お
い
て
、

「
Ｑ
Ｖ
Ｃ
」
と
は
、
百
分
率
で
表
示
さ
れ
る
産
品
の
原
産
資
格
割
合
を
い
う
。

「
Ｆ
Ｏ
Ｂ
」
と
は
、
２
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
輸
送
の
方
法
を
問
わ
ず
、
産
品
の
買
手
か
ら
当
該
産
品
の
売
手

に
支
払
わ
れ
る
当
該
産
品
の
本
船
渡
し
の
価
額
を
い
う
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
輸
出
さ
れ
る
際
に
軽
減
さ
れ
、
免
除
さ

れ
、
又
は
払
い
戻
さ
れ
た
内
国
税
を
含
ま
な
い
。

「
Ｖ
Ｎ
Ｍ
」
と
は
、
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
全
て
の
非
原
産
材
料
の
価
額
を
い
う
。

２

産
品
の
本
船
渡
し
の
価
額
は
存
在
す
る
が
、
当
該
価
額
が
不
明
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
１
に
規
定

(a)
す
る
Ｆ
Ｏ
Ｂ
価
額
は
、
当
該
産
品
の
買
手
か
ら
当
該
産
品
の
生
産
者
へ
の
確
認
可
能
な

初
の
支
払
に
係
る
価
額
に
よ
っ

て
代
替
さ
れ
る
。

産
品
の
本
船
渡
し
の
価
額
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
１
に
規
定
す
る
Ｆ
Ｏ
Ｂ
価
額
は
、
関
税
評
価
協
定
第
一
条
か
ら

(b)
第
八
条
ま
で
の
規
定
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
価
額
と
す
る
。

３

１
の
規
定
の
適
用
上
、
締
約
国
に
お
け
る
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額
は
、
次
の
い
ず
れ
か

の
価
額
と
す
る
。
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産
品
の
生
産
者
が
直
接
輸
入
す
る
材
料
に
つ
い
て
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｆ
価
額

(a)

産
品
の
生
産
者
が
当
該
締
約
国
に
お
い
て
取
得
す
る
材
料
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
価
額

(b)

Ｃ
Ｉ
Ｆ
価
額

(i)

取
引
価
額
。
た
だ
し
、
当
該
非
原
産
材
料
の
供
給
者
の
倉
庫
か
ら
当
該
産
品
の
生
産
者
の
所
在
地
ま
で
当
該
非
原
産

(ii)
材
料
を
輸
送
す
る
た
め
に
当
該
締
約
国
に
お
い
て
要
す
る
全
て
の
費
用
（
例
え
ば
、
運
賃
、
保
険
料
、
こ
ん
包
費
）
及

び
当
該
締
約
国
に
お
い
て
輸
送
の
際
に
要
す
る
他
の
費
用
（
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
、
確
認
可
能
な
も
の

に
限
る
。
）
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

注
釈
１

こ
の
３
の
規
定
の
適
用
上
、
「
Ｃ
Ｉ
Ｆ
価
額
」
と
は
、
当
該
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
、
関
税
評
価
協
定
に
従
っ

て
輸
入
貨
物
の
課
税
価
額
と
し
て
決
定
さ
れ
る
価
額
を
い
い
、
当
該
産
品
の
生
産
者
が
所
在
す
る
締
約
国
の
輸
入

港
に
当
該
非
原
産
材
料
を
輸
送
す
る
た
め
に
要
す
る
適
当
な
場
合
の
運
賃
及
び
保
険
料
、
こ
ん
包
費
並
び
に
他
の

全
て
の
費
用
を
含
む
。

注
釈
２

こ
の
３
の
規
定
の
適
用
上
、
「
取
引
価
額
」
と
は
、
当
該
非
原
産
材
料
の
生
産
者
が
行
う
取
引
に
関
連
し
て
当

該
非
原
産
材
料
に
対
し
て
現
実
に
支
払
わ
れ
た
又
は
支
払
わ
れ
る
べ
き
価
額
を
い
う
。
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４

２

又
は
３

の
規
定
の
適
用
に
お
い
て
、
産
品
又
は
非
原
産
材
料
の
価
額
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
関
税
評
価
協
定

(b)

(b)

は
、
必
要
な
変
更
を
加
え
た
上
で
、
適
用
す
る
。

５

こ
の
条
の
規
定
の
適
用
上
、
締
約
国
に
お
い
て
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額
に
は
、
当
該
産

品
の
生
産
に
当
た
っ
て
使
用
さ
れ
る
当
該
締
約
国
の
原
産
材
料
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
の
価
額
を
含
め

な
い
。

第
四
十
二
条

原
産
資
格
を
与
え
る
こ
と
と
な
ら
な
い
作
業

１

産
品
は
、
次
の
作
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
の
み
を
理
由
と
し
て
締
約
国
の
原
産
品
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

輸
送
又
は
保
管
の
間
に
産
品
を
良
好
な
状
態
に
保
存
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
作
業
（
例
え
ば
、
乾
燥
、
冷
凍
、
塩
水
漬

(a)
け
）
そ
の
他
当
該
作
業
に
類
す
る
作
業

改
装
及
び
仕
分

(b)

瓶
、
ケ
ー
ス
及
び
箱
に
詰
め
る
こ
と
そ
の
他
の
包
装
作
業
（
小
売
用
の
こ
ん
包
、
開
こ
ん
及
び
再
こ
ん
包
作
業
を
含

(c)
む
。
）

組
み
立
て
ら
れ
た
も
の
を
分
解
す
る
作
業

(d)
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統
一
シ
ス
テ
ム
の
解
釈
に
関
す
る
通
則
２

の
規
定
に
従
っ
て
一
の
産
品
と
し
て
分
類
さ
れ
る
部
品
及
び
構
成
要
素
の

(e)

(a)

収
集物

品
を
単
に
セ
ッ
ト
に
す
る
作
業

(f)

か
ら

ま
で
の
作
業
の
組
合
せ

(g)

(a)

(f)

２

１
の
規
定
は
、
附
属
書
三
に
定
め
る
品
目
別
規
則
に
優
先
す
る
。

第
四
十
三
条

累
積

産
品
が
一
方
の
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
一
方
の
締
約
国
は
、
次
の
こ
と
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
の

後
の
生
産
工
程
が
輸
出
国
で
あ
る
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ
れ
、
か
つ
、
当
該

生
産
工
程
が
前
条
に
規
定
す
る
作
業
を
超
え
る
水
準
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
る
。

一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
当
該
産
品
を
生
産
す
る
た
め
の
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
他
方
の
締
約
国
の
原
産
品
を
一
方

(a)
の
締
約
国
の
原
産
材
料
と
み
な
す
こ
と
。

他
方
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ
れ
た
生
産
を
一
方
の
締
約
国
に
お
い
て
行
わ
れ
た
生
産
と
み
な
す
こ
と
。

(b)

当
該
産
品
が
非
原
産
材
料
を
使
用
し
て
生
産
さ
れ
る
産
品
で
あ
る
と
き
に
、
一
方
の
締
約
国
又
は
他
方
の
締
約
国
に
お

(c)
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い
て
一
又
は
二
以
上
の
生
産
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
異
な
る
段
階
に
お
け
る
生
産
を
考
慮
す
る
こ
と
。

第
四
十
四
条

僅
少
の
非
原
産
材
料

１

附
属
書
三
に
定
め
る
関
税
分
類
の
変
更
に
関
す
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
産
品
に
つ
い
て
は
、
次
の
場
合
に
は
、
締
約
国
の

原
産
品
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
原
産
品
と
さ
れ
る
た
め
の
こ
の
章
に
規
定
す
る
他
の
全
て
の
関
連
す
る
要
件
を

満
た
す
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
一
類
、
第
四
類
か
ら
第
一
五
類
ま
で
又
は
第
一
七
類
か
ら
第
二
四
類
ま
で
の
各
類
に
分
類
さ
れ
る

(a)
産
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
非
原
産
材
料
（
必
要
な
関
税
分
類
の
変
更
が
行
わ
れ
て
い

な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
総
額
が
、
第
四
十
一
条
の
規
定
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
当
該
産
品
の
Ｆ
Ｏ
Ｂ
価
額
の
十
パ
ー
セ

ン
ト
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
非
原
産
材
料
が
、
こ
の
条
の
規
定
に
従
っ
て
原
産

品
と
さ
れ
る
産
品
と
異
な
る
号
に
掲
げ
ら
れ
る
場
合

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
二
五
類
か
ら
第
四
九
類
ま
で
又
は
第
六
四
類
か
ら
第
九
七
類
ま
で
の
各
類
に
分
類
さ
れ
る
産
品
に

(b)
つ
い
て
は
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
非
原
産
材
料
（
必
要
な
関
税
分
類
の
変
更
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も

の
に
限
る
。
）
の
総
額
が
、
第
四
十
一
条
の
規
定
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
当
該
産
品
の
Ｆ
Ｏ
Ｂ
価
額
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
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下
の
場
合

統
一
シ
ス
テ
ム
の
第
五
〇
類
か
ら
第
六
三
類
ま
で
の
各
類
に
分
類
さ
れ
る
産
品
に
つ
い
て
は
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お

(c)
い
て
使
用
さ
れ
た
非
原
産
材
料
（
必
要
な
関
税
分
類
の
変
更
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
総
重
量
が
当
該
産

品
の
総
重
量
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
場
合

２

も
っ
と
も
、
１
に
規
定
す
る
非
原
産
材
料
の
価
額
は
、
産
品
に
適
用
可
能
な
原
産
資
格
割
合
に
関
す
る
要
件
に
お
い
て

は
、
非
原
産
材
料
の
価
額
に
含
め
る
。

第
四
十
五
条

組
み
立
て
て
な
い
か
又
は
分
解
し
て
あ
る
産
品

１

第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
の
関
連
規
定
の
要
件
を
満
た
し
、
か
つ
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
解
釈
に
関
す
る
通
則
２

の
規
定
に
従
っ
て
完
成
品
と
し
て
分
類
さ
れ
る
産
品
に
つ
い
て
は
、
組
み
立
て
て
な
い
か
又
は
分
解
し
て
あ
る
状
態
で
一

(a)方
の
締
約
国
に
他
方
の
締
約
国
か
ら
輸
入
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
他
方
の
締
約
国
の
原
産
品
と
み
な
す
。

２

締
約
国
に
お
い
て
組
み
立
て
て
な
い
か
又
は
分
解
し
て
あ
る
産
品
の
材
料
か
ら
組
み
立
て
ら
れ
る
産
品
で
あ
っ
て
、
当
該

材
料
が
統
一
シ
ス
テ
ム
の
解
釈
に
関
す
る
通
則
２

の
規
定
に
従
っ
て
完
成
品
と
し
て
分
類
さ
れ
る
産
品
と
し
て
当
該
締
約

(a)

国
に
輸
入
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
締
約
国
の
原
産
品
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
組
み
立
て
て
な
い
か
又
は
分
解
し
て
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あ
る
産
品
の
非
原
産
材
料
が
組
み
立
て
て
な
い
か
又
は
分
解
し
て
あ
る
形
態
で
な
く
個
別
に
当
該
締
約
国
に
輸
入
さ
れ
て
い

た
な
ら
ば
、
当
該
産
品
が
第
三
十
九
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
の
関
連
規
定
の
適
用
さ
れ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
た
で
あ
ろ

う
場
合
に
限
る
。

第
四
十
六
条

代
替
性
の
あ
る
産
品
又
は
代
替
性
の
あ
る
材
料

１

在
庫
に
お
い
て
混
在
し
て
い
る
代
替
性
の
あ
る
締
約
国
の
原
産
材
料
及
び
当
該
原
産
材
料
と
代
替
性
の
あ
る
非
原
産
材
料

が
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
産
品
が
当
該
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る

と
き
は
、
そ
れ
ら
の
材
料
が
当
該
締
約
国
の
原
産
材
料
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
締
約
国
に
お
い
て
一
般
的
に
認

め
ら
れ
て
い
る
会
計
原
則
に
基
づ
く
在
庫
管
理
方
式
に
従
っ
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

代
替
性
の
あ
る
締
約
国
の
原
産
品
及
び
当
該
原
産
品
と
代
替
性
の
あ
る
非
原
産
品
が
在
庫
に
お
い
て
混
在
し
て
い
る
場
合

に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
産
品
が
在
庫
に
お
い
て
混
在
し
て
い
る
締
約
国
に
お
い
て
輸
出
に
先
立
っ
て
い
か
な
る
生
産
工
程
も

経
ず
、
又
は
い
か
な
る
作
業
（
積
卸
し
の
作
業
及
び
そ
れ
ら
の
産
品
を
良
好
な
状
態
に
保
存
す
る
た
め
に
必
要
な
他
の
作
業

を
除
く
。
）
を
も
行
わ
れ
な
い
と
き
は
、
そ
れ
ら
の
産
品
が
当
該
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
締

約
国
に
お
い
て
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
会
計
原
則
に
基
づ
く
在
庫
管
理
方
式
に
従
っ
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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３

１
及
び
２
に
定
め
る
い
ず
れ
か
の
在
庫
管
理
方
式
を
選
択
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
選
択
を
し
た
者
は
、
当
該
選
択
が
行
わ

れ
た
会
計
年
度
又
は
会
計
期
間
を
通
じ
て
選
択
し
た
在
庫
管
理
方
式
を
用
い
る
。

第
四
十
七
条

セ
ッ
ト

１

統
一
シ
ス
テ
ム
の
解
釈
に
関
す
る
通
則
３
の
規
定
に
従
っ
て
関
税
分
類
が
決
定
さ
れ
る
セ
ッ
ト
及
び
統
一
シ
ス
テ
ム
に

セ
ッ
ト
と
し
て
明
示
的
に
記
述
さ
れ
る
産
品
は
、
当
該
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る
全
て
の
産
品
が
こ
の
章
の
規
定
に
従
っ
て
原
産

品
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
締
約
国
の
原
産
品
と
す
る
。

２

１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ
る
全
て
の
非
原
産
品
の
価
額
の
総
額
が
、
当
該
セ
ッ
ト
の
Ｆ
Ｏ
Ｂ
価
額
で

あ
っ
て
第
四
十
一
条
の
規
定
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
セ
ッ
ト
が
こ
の
章

に
規
定
す
る
他
の
全
て
の
関
連
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
当
該
セ
ッ
ト
は
原
産
品
と
す
る
。

３

こ
の
条
の
規
定
は
、
附
属
書
三
に
定
め
る
品
目
別
規
則
に
優
先
す
る
。

第
四
十
八
条

附
属
品
、
予
備
部
品
及
び
工
具

輸
入
の
際
に
産
品
と
と
も
に
納
入
さ
れ
る
附
属
品
、
予
備
部
品
又
は
工
具
で
あ
っ
て
、
当
該
産
品
の
標
準
的
な
附
属
品
、
予

備
部
品
又
は
工
具
の
一
部
を
成
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
附
属
品
、
予
備
部
品
又
は
工
具
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が
仕
入
書
に
お
い
て
当
該
産
品
と
別
に
記
載
さ
れ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
附
属
品
、
予
備
部
品
又
は
工
具
に
係
る
仕

入
書
が
当
該
産
品
の
仕
入
書
と
別
立
て
に
さ
れ
な
い
こ
と
並
び
に
当
該
附
属
品
、
予
備
部
品
又
は
工
具
の
数
量
及
び
価
額
が
当

該
産
品
に
つ
い
て
慣
習
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
全
て
の
非
原
産
材
料
に
つ
い
て
附
属
書
三
に
定
め
る
関
連
す
る
関
税
分
類
の

(a)
変
更
又
は
特
定
の
製
造
若
し
く
は
加
工
作
業
が
行
わ
れ
た
か
否
か
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
当
該
附
属
品
、
予
備
部
品
又

は
工
具
を
考
慮
し
な
い
。

当
該
産
品
の
原
産
資
格
割
合
を
算
定
す
る
に
当
た
り
、
当
該
附
属
品
、
予
備
部
品
又
は
工
具
の
価
額
を
当
該
産
品
の
生

(b)
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
締
約
国
の
原
産
材
料
又
は
非
原
産
材
料
の
価
額
と
し
て
考
慮
す
る
。

第
四
十
九
条

小
売
用
の
包
装
材
料
及
び
包
装
容
器

１

産
品
を
小
売
用
に
包
装
す
る
た
め
の
包
装
材
料
及
び
包
装
容
器
に
つ
い
て
は
、
統
一
シ
ス
テ
ム
の
解
釈
に
関
す
る
通
則
５

の
規
定
に
従
っ
て
当
該
産
品
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
分
類
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
産
品
が
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
か

否
か
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
考
慮
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
産
品
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

完
全
に
得
ら
れ
、
又
は
生
産
さ
れ
る
産
品
で
あ
っ
て
、
第
三
十
九
条

に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(a)

(a)
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原
産
材
料
の
み
か
ら
生
産
さ
れ
る
産
品
で
あ
っ
て
、
第
三
十
九
条

に
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(b)

(b)

当
該
産
品
に
つ
い
て
附
属
書
三
に
定
め
る
関
連
す
る
関
税
分
類
の
変
更
又
は
特
定
の
製
造
若
し
く
は
加
工
作
業
が
行
わ

(c)
れ
て
い
る
こ
と
。

２

産
品
が
原
産
資
格
割
合
に
関
す
る
要
件
の
対
象
と
な
る
場
合
に
は
、
小
売
用
の
包
装
材
料
及
び
包
装
容
器
に
つ
い
て
は
、

当
該
産
品
の
原
産
材
料
又
は
非
原
産
材
料
の
価
額
と
し
て
考
慮
す
る
。

第
五
十
条

船
積
み
用
の
こ
ん
包
材
料
及
び
こ
ん
包
容
器

産
品
の
船
積
み
用
の
こ
ん
包
材
料
及
び
こ
ん
包
容
器
に
つ
い
て
は
、
当
該
産
品
が
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に
当

た
っ
て
考
慮
し
な
い
。

第
五
十
一
条

間
接
材
料

産
品
が
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
に
当
た
り
、
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
次
の
要
素
の

原
産
地
に
つ
い
て
は
、
決
定
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
す
る
。

燃
料
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー

(a)

工
具
、
ダ
イ
ス
及
び
鋳
型

(b)
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設
備
及
び
建
物
の
維
持
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
予
備
部
品
及
び
産
品

(c)

生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
又
は
設
備
及
び
建
物
の
稼
働
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
潤
滑
剤
、
グ
リ
ー
ス
、
コ
ン
パ
ウ
ン

(d)
ド
材
そ
の
他
の
産
品

手
袋
、
眼
鏡
、
履
物
、
衣
類
、
安
全
の
た
め
の
設
備
及
び
備
品

(e)

産
品
の
試
験
又
は
検
査
に
使
用
さ
れ
る
設
備
、
装
置
及
び
備
品

(f)

触
媒
及
び
溶
剤

(g)

他
の
産
品
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
そ
の
他
の
産
品
で
あ
っ
て
、
当
該
そ
の
他
の
産
品
の
生
産
に
お
け
る
使
用
が
当
該

(h)
生
産
の
一
部
で
あ
る
と
合
理
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
も
の

第
五
十
二
条

積
送
基
準

１

締
約
国
の
原
産
品
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
を
満
た
す
も
の
は
、
積
送
基
準
を
満
た
す
原
産
品
と
す
る
。

第
三
国
を
通
過
す
る
こ
と
な
く
輸
出
締
約
国
か
ら
輸
入
締
約
国
へ
直
接
輸
送
さ
れ
る
こ
と
。

(a)

経
由
、
積
替
え
又
は
倉
庫
へ
の
一
時
蔵
置
の
た
め
に
一
又
は
二
以
上
の
第
三
国
を
通
過
し
て
輸
出
締
約
国
か
ら
輸
入
締

(b)
約
国
へ
輸
送
さ
れ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
。
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当
該
原
産
品
に
つ
い
て
積
卸
し
以
外
の
作
業
及
び
産
品
を
良
好
な
状
態
に
保
存
す
る
た
め
に
必
要
な
他
の
作
業
以
外

(i)
の
作
業
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

当
該
原
産
品
が
第
三
国
に
あ
る
間
、
当
該
第
三
国
の
税
関
当
局
の
監
督
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
。

(ii)

２

締
約
国
の
原
産
品
が
１
に
定
め
る
積
送
基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
に
は
、
当
該
原
産
品
は
、
当
該
締
約
国
の
原
産
品
と
は

み
な
さ
な
い
。

第
五
十
三
条

原
産
地
証
明

こ
の
章
の
規
定
の
適
用
上
、
次
の
文
書
を
原
産
地
証
明
と
す
る
。

次
条
に
規
定
す
る
原
産
地
証
明
書

(a)

第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
原
産
地
申
告

(b)

第
五
十
四
条

原
産
地
証
明
書

１

輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
輸
出
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
申
請
又
は
当
該
輸
出
者
の
責
任
の
下
で
当
該
輸
出
者

に
よ
っ
て
権
限
を
与
え
ら
れ
た
代
理
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
申
請
に
基
づ
き
、
原
産
地
証
明
書
を
発
給
す
る
。

２

輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
こ
の
条
の
規
定
の
実
施
の
た
め
に
、
自
国
の
関
係
法
令
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
権
限
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に
基
づ
き
、
原
産
地
証
明
書
の
発
給
機
関
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

各
締
約
国
は
、
附
属
書
四
に
定
め
る
様
式
に
適
合
す
る
原
産
地
証
明
書
の
書
式
を
定
め
る
。
原
産
地
証
明
書
に
つ
い
て

は
、
附
属
書
四
の
原
産
地
証
明
書
の
注
釈
に
定
め
る
記
入
方
法
に
従
っ
て
、
輸
出
者
が
英
語
に
よ
り
記
入
し
、
又
は
当
該
輸

出
者
に
よ
っ
て
権
限
を
与
え
ら
れ
た
代
理
人
が
輸
出
者
の
責
任
の
下
で
英
語
に
よ
り
記
入
す
る
。

４

原
産
地
証
明
書
は
、
次
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
船
積
み
の
時
ま
で
に
発
給
す
る
。

５

産
品
に
つ
い
て
原
産
地
証
明
書
の
発
給
を
申
請
す
る
輸
出
者
は
、
原
産
地
証
明
書
の
発
給
を
行
う
輸
出
締
約
国
の
権
限
の

あ
る
当
局
又
は
発
給
機
関
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
い
つ
で
も
、
産
品
が
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

る
全
て
の
適
切
な
文
書
を
提
出
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

産
品
の
輸
出
者
が
輸
出
締
約
国
に
所
在
す
る
当
該
産
品
の
生
産
者
で
な
い
場
合
に
は
、
当
該
輸
出
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か

の
も
の
に
基
づ
い
て
原
産
地
証
明
書
の
発
給
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
輸
出
者
が
輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
発
給
機
関
に
提
出
す
る
申
告
で
あ
っ
て
、
当
該
産
品
の
生
産
者

(a)
が
提
供
す
る
情
報
又
は
誓
約
に
基
づ
く
も
の

当
該
輸
出
者
の
要
請
に
応
じ
、
当
該
産
品
の
生
産
者
が
輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
発
給
機
関
に
直
接
か
つ

(b)
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任
意
に
提
出
す
る
申
告

７

輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
発
給
機
関
は
、
産
品
が
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
に
は
、
原
産
地
証
明
書
を
発
給
す
る
。

８

輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
発
給
機
関
は
、
産
品
が
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に

必
要
な
措
置
を
と
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
発
給
機
関
は
、
当
該
産
品
が
原
産
品
で
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
、
証
拠
を
要
求
し
、
及
び
輸
出
者
又
は
生
産
者
が
所
有
す
る
当
該
産
品
が
原
産
品
で
あ
る
こ
と
に
関
す
る
文
書

又
は
情
報
で
あ
っ
て
こ
の
条
に
規
定
す
る
も
の
の
検
査
そ
の
他
の
適
当
と
認
め
ら
れ
る
確
認
を
実
施
す
る
権
利
を
有
す
る
も

の
と
す
る
。
当
該
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
発
給
機
関
は
、
ま
た
、
原
産
地
証
明
書
が
３
に
規
定
す
る
書
式
に
従
っ
て
正
し
く

記
入
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

９

各
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
発
給
機
関
は
、
原
産
地
証
明
書
に
相
互
に
関
係
す
る
番
号
を
付
し
て
発
給
す
る
も
の

と
す
る
。

産
品
に
つ
い
て
原
産
地
証
明
書
の
発
給
を
受
け
た
輸
出
者
又
は
６

に
規
定
す
る
生
産
者
は
、
当
該
原
産
地
証
明
書
に
不

10

(b)

正
確
な
情
報
を
含
む
と
信
ず
る
に
足
り
る
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
原
産
地
証
明
書
の
正
確
性
又
は
有
効
性
に
影
響
を
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及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
る
い
か
な
る
変
更
に
つ
い
て
も
、
輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
対
し
書
面
に
よ
り
遅
滞
な
く
通

報
す
る
。
当
該
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
そ
の
通
報
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
当
該
原
産
地
証
明
書
が
関
税
上
の
特
恵
待
遇
の

要
求
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
当
該
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
発
給
機
関
に
輸
出
者
か
ら
返
却
さ
れ
た
と
き
を
除
く
ほ

か
、
輸
入
締
約
国
の
関
係
当
局
に
対
し
速
や
か
に
通
報
す
る
。

第
五
十
五
条

遡
及
し
て
発
給
さ
れ
る
原
産
地
証
明
書

１

次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
は
、
例
外
的
に
原
産
地
証
明
書
を
産
品
の
船
積
み
の
後
に
発
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

誤
り
若
し
く
は
意
図
的
で
な
い
不
作
為
又
は
例
外
的
な
状
況
に
よ
り
、
船
積
み
の
時
に
原
産
地
証
明
書
が
発
給
さ
れ
な

(a)
か
っ
た
場
合

原
産
地
証
明
書
は
発
給
さ
れ
た
も
の
の
、
輸
入
の
際
に
技
術
的
な
理
由
に
よ
り
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
輸

(b)
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
満
足
す
る
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
た
場
合

２

１
の
規
定
に
よ
り
発
給
さ
れ
る
原
産
地
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
当
該
原
産
地
証
明
書
の
第
九
欄
に
「I

S
S
U
E
D

R
E
T
R
O
-

S
P
E
C
T
I
V
E
L
Y

」
と
の
文
言
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
六
条

原
産
地
証
明
書
の
再
発
給
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輸
出
者
は
、
原
産
地
証
明
書
が
有
効
期
間
の
満
了
前
に
盗
ま
れ
、
亡
失
し
、
又
は
著
し
く
損
傷
し
た
場
合
に
は
、
当
該
原
産

地
証
明
書
を
発
給
し
た
輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
発
給
機
関
に
対
し
、
当
該
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
発
給
機
関
が

保
有
す
る
輸
出
に
関
す
る
文
書
に
基
づ
い
て
当
該
原
産
地
証
明
書
の
再
発
給
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法

に
よ
っ
て
発
給
さ
れ
る
原
産
地
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
当
該
原
産
地
証
明
書
の
第
九
欄
に
「D

U
P
L
I
C
A
T
E

O
F

T
H
E

O
R
I
G
I
N
A
L

C
E
R
T
I
F
I
C
A
T
E

O
F

O
R
I
G
I
N

NU
M
B
E
R
_
D
A
T
E
D
_

」
の
文
言
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。
再
発
給
さ
れ
た
原
産
地
証
明
書
に
つ
い

て
は
、
当
初
の
原
産
地
証
明
書
の
有
効
期
間
中
は
有
効
な
も
の
と
す
る
。

第
五
十
七
条

原
産
地
申
告

１

第
五
十
三
条

に
規
定
す
る
原
産
地
申
告
に
つ
い
て
は
、
次
条
に
規
定
す
る
認
定
輸
出
者
の
み
が
こ
の
条
の
規
定
に
従
っ

(b)

て
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２

原
産
地
申
告
に
つ
い
て
は
、
関
係
す
る
産
品
が
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
の
み
作

成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

認
定
輸
出
者
が
輸
出
締
約
国
に
所
在
す
る
産
品
の
生
産
者
で
な
い
場
合
に
は
、
当
該
認
定
輸
出
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の

も
の
に
基
づ
い
て
当
該
産
品
の
原
産
地
申
告
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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当
該
産
品
の
生
産
者
が
当
該
認
定
輸
出
者
に
提
供
す
る
情
報

(a)

当
該
産
品
が
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
旨
の
誓
約
で
あ
っ
て
、
当
該
産
品
の
生
産
者
が
当
該
認
定
輸
出
者
に
提
供

(b)
す
る
も
の

４

認
定
輸
出
者
は
、
輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
い
つ
で
も
、
原
産
地
申
告
を
作
成
し
た

産
品
が
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
全
て
の
適
切
な
文
書
を
提
出
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５

原
産
地
申
告
の
申
告
文
に
つ
い
て
は
、
附
属
書
四
に
定
め
る
。
認
定
輸
出
者
は
、
関
係
す
る
産
品
に
つ
い
て
特
定
で
き
る

よ
う
に
十
分
詳
細
に
記
述
し
た
仕
入
書
、
納
品
書
そ
の
他
の
商
業
上
の
文
書
に
タ
イ
プ
印
書
し
、
押
印
し
、
又
は
印
刷
す
る

こ
と
に
よ
り
、
英
語
に
よ
り
原
産
地
申
告
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
原
産
地
申
告
に
つ
い
て
は
、
当
該
商
業
上
の
文
書
が

発
行
さ
れ
た
日
に
作
成
さ
れ
た
と
み
な
す
。

６

認
定
輸
出
者
は
、
産
品
の
船
積
み
の
時
ま
で
又
は
そ
の
後
に
、
当
該
産
品
の
原
産
地
申
告
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

産
品
に
つ
い
て
原
産
地
申
告
を
作
成
し
た
認
定
輸
出
者
は
、
当
該
産
品
が
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
で
な
い
こ
と
を
知
っ
た

場
合
に
は
、
輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
対
し
書
面
に
よ
り
遅
滞
な
く
通
報
す
る
。
当
該
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
そ
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の
通
報
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
輸
入
締
約
国
の
関
係
当
局
に
対
し
速
や
か
に
通
報
す
る
。

第
五
十
八
条

認
定
輸
出
者

１

輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
輸
出
締
約
国
に
所
在
す
る
輸
出
者
に
対
し
、
認
定
輸
出
者
と
し
て
原
産
地
申
告
を

作
成
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
の
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

当
該
輸
出
者
が
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
の
船
積
み
を
頻
繁
に
行
っ
て
い
る
こ
と
。

(a)

当
該
輸
出
者
が
原
産
地
申
告
の
作
成
に
係
る
業
務
を
適
正
に
行
う
に
足
り
る
知
識
及
び
能
力
を
有
し
、
か
つ
、
輸
出
締

(b)
約
国
の
法
令
に
定
め
る
条
件
を
満
た
す
こ
と
。

当
該
輸
出
者
が
、
当
該
権
限
の
あ
る
当
局
に
対
し
、
当
該
輸
出
者
を
特
定
す
る
原
産
地
申
告
に
つ
い
て
の
全
て
の
責
任

(c)
で
あ
っ
て
、
手
書
き
で
署
名
し
た
と
し
た
な
ら
ば
当
該
輸
出
者
が
負
う
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
も
の
を
負
う
こ
と
を
書

面
に
よ
り
約
束
す
る
こ
と
。

２

輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
認
定
輸
出
者
に
対
し
、
原
産
地
申
告
に
記
載
す
る
認
定
番
号
を
与
え
る
。
原
産
地

申
告
に
つ
い
て
は
、
認
定
輸
出
者
に
よ
る
署
名
を
必
要
と
し
な
い
。

３

輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
認
定
輸
出
者
が
権
限
を
適
正
に
行
使
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
。
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４

輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
認
定
輸
出
者
と
し
て
の
認
定
を
い
つ
で
も
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
権
限

の
あ
る
当
局
は
、
認
定
輸
出
者
が
１
に
規
定
す
る
条
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
又
は
認
定
輸
出
者
が
権
限
を
適
正
に
行
使
し
な

い
場
合
に
は
、
輸
出
締
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
、
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
九
条

通
報

１

一
方
の
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
時
に
、
他
方
の
締
約
国
に
次
の
も
の
を
提
供
す
る
。

原
産
地
証
明
書
の
書
式

(a)

発
給
機
関
の
名
称
及
び
原
産
地
証
明
書
を
発
給
で
き
る
職
員
の
氏
名
並
び
に
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
発
給
機
関
の
事
務

(b)
所
に
お
い
て
原
産
地
証
明
書
の
発
給
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
署
名
及
び
印
章
の
見
本
及
び
図
案
を
記
載
し
た
登
録
簿

２

登
録
簿
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
他
方
の
締
約
国
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
通
報
す
る
。
当
該
変
更
に
つ
い
て
は
、
通
報
が
行

わ
れ
た
日
の
後
五
日
目
に
効
力
を
生
じ
、
又
は
そ
れ
よ
り
も
遅
い
日
で
あ
っ
て
当
該
通
報
に
お
い
て
指
定
さ
れ
る
日
に
効
力

を
生
ず
る
。

３

輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
認
定
輸
出
者
の
認
定
番
号
の
構
成
並
び
に
認
定
輸
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
認
定

番
号
並
び
に
認
定
が
効
力
を
生
ず
る
日
付
に
関
す
る
情
報
を
輸
入
締
約
国
に
対
し
て
提
供
す
る
。
一
方
の
締
約
国
は
、
当
該
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情
報
の
変
更
（
当
該
変
更
が
効
力
を
生
ず
る
日
付
を
含
む
。
）
を
他
方
の
締
約
国
に
通
報
す
る
。

第
六
十
条

関
税
上
の
特
恵
待
遇
の
要
求

１

輸
出
締
約
国
の
原
産
品
に
つ
い
て
、
輸
入
者
が
輸
入
の
際
に
輸
入
締
約
国
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
手
続
に
従
っ
て
関
税
上

の
特
恵
待
遇
を
要
求
す
る
場
合
に
は
、
輸
入
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
に
従
い
、
輸
入
締
約
国
の
求
め
に
応
じ
輸
入
者
が
提
出

す
る
原
産
地
証
明
に
基
づ
き
当
該
関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
与
え
る
。

２

１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
輸
入
締
約
国
は
、
次
に
掲
げ
る
輸
入
に
つ
い
て
は
原
産
地
証
明
の
提
出
を
要
求
し
な
い
。

課
税
価
額
の
総
額
が
千
五
百
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ド
ル
若
し
く
は
輸
入
締
約
国
の
通
貨
に
よ
る
そ
の
相
当
額
又
は
輸
入
締

(a)
約
国
が
設
定
す
る
こ
れ
よ
り
も
高
い
額
を
超
え
な
い
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
の
輸
入
（
た
だ
し
、
当
該
輸
入
が
原
産
地
証

明
に
関
す
る
義
務
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
分
割
し
て
行
わ
れ
た
と
合
理
的
に
認
め
得
る
一
連
の
輸
入
の
一
部
を

構
成
し
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
）

輸
入
締
約
国
が
原
産
地
証
明
に
関
す
る
義
務
を
免
除
し
た
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
の
輸
入

(b)
３

輸
出
締
約
国
の
原
産
品
が
一
又
は
二
以
上
の
第
三
国
を
通
過
し
て
輸
入
さ
れ
る
場
合
に
は
、
輸
入
締
約
国
は
、
当
該
原
産

品
に
つ
い
て
関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
要
求
す
る
輸
入
者
に
対
し
て
、
次
の
も
の
の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



82

日
本
国
に
つ
い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
も
の

(a)

通
し
船
荷
証
券
の
写
し

(i)

第
三
国
の
税
関
当
局
そ
の
他
関
連
す
る
団
体
が
提
供
す
る
証
明
書
そ
の
他
の
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
第
三
国
に
お
い

(ii)
て
積
卸
し
以
外
の
作
業
及
び
産
品
を
良
好
な
状
態
に
保
存
す
る
た
め
に
必
要
な
他
の
作
業
以
外
の
作
業
が
当
該
原
産
品

に
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
も
の

ペ
ル
ー
に
つ
い
て
は
、
次
の
も
の

(b)

経
由
又
は
積
替
え
の
場
合
に
は
、
運
送
に
係
る
文
書
（
例
え
ば
、
航
空
貨
物
運
送
状
、
船
荷
証
券
、
複
合
運
送
に
関

(i)
す
る
書
類
）
で
あ
っ
て
、
輸
出
締
約
国
か
ら
輸
入
締
約
国
へ
の
輸
送
を
証
明
す
る
も
の

蔵
置
の
場
合
に
は
、
運
送
に
係
る
文
書
（
例
え
ば
、
航
空
貨
物
運
送
状
、
船
荷
証
券
、
複
合
運
送
に
関
す
る
書
類
）

(ii)
で
あ
っ
て
、
輸
出
締
約
国
か
ら
輸
入
締
約
国
へ
の
輸
送
を
証
明
す
る
も
の
及
び
当
該
蔵
置
を
許
可
し
た
第
三
国
の
税
関

当
局
そ
の
他
権
限
の
あ
る
当
局
に
よ
り
当
該
第
三
国
の
法
令
に
従
っ
て
発
給
さ
れ
た
文
書

第
六
十
一
条

輸
入
に
関
す
る
義
務

１

こ
の
章
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
一
方
の
締
約
国
は
、
他
方
の
締
約
国
か
ら
輸
入
さ
れ
る
産
品
に
つ
い
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て
関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
要
求
す
る
輸
入
者
に
対
し
て
次
の
こ
と
を
要
求
す
る
。

有
効
な
原
産
地
証
明
に
基
づ
き
、
当
該
産
品
が
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
税
関
申
告
の
際
に
書
面

(a)
に
よ
る
申
告
を
行
う
こ
と
。

に
規
定
す
る
申
告
を
行
う
際
に
原
産
地
証
明
を
所
持
す
る
こ
と
。

(b)

(a)該
当
す
る
場
合
に
は
、
前
条
３
に
規
定
す
る
文
書
を
所
持
す
る
こ
と
。

(c)

税
関
当
局
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
原
産
地
証
明
及
び

に
規
定
す
る
文
書
を
提
出
す
る
こ
と
。

(d)

(c)

申
告
の
基
礎
と
な
る
原
産
地
証
明
が
不
正
確
な
情
報
を
含
む
と
信
ず
る
に
足
り
る
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
速
や
か

(e)
に
、
申
告
を
修
正
し
、
及
び
納
付
す
べ
き
関
税
を
納
付
す
る
こ
と
。

２

原
産
品
の
輸
入
者
が
輸
入
の
際
に
原
産
地
証
明
を
所
持
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
輸
入
者
は
、
輸
入
締
約
国
の
法
令

に
従
い
、
当
該
原
産
品
に
関
税
上
の
特
恵
待
遇
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
超
過
し
て
徴
収
さ
れ
た
関
税
又
は
提
供

さ
れ
た
担
保
の
払
戻
し
又
は
解
除
を
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
に
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
四
条
又
は

第
五
十
七
条
の
規
定
に
従
っ
て
発
給
さ
れ
、
又
は
作
成
さ
れ
た
原
産
地
証
明
及
び
、
必
要
に
応
じ
て
、
当
該
原
産
品
の
輸
入

に
関
す
る
そ
の
他
の
文
書
を
当
該
輸
入
の
後
一
年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
当
該
税
関
当
局
に
提
出
す
る
こ
と
を
条
件
と
す
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る
。注

釈

こ
の
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
へ
の
輸
入
の
場
合
に
は
、
超
過
し
て
徴
収
さ
れ
た
関
税
の
払
戻
し
は
適

用
し
な
い
。

３

２
の
規
定
は
、
輸
入
者
が
輸
入
の
際
に
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
に
対
し
、
輸
入
す
る
産
品
が
こ
の
協
定
に
基
づ
く
原
産

品
で
あ
る
と
申
告
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
産
品
の
有
効
な
原
産
地
証
明
が
当
該
税
関
当
局
に
事
後
に
提
出
さ
れ
た
と

き
で
あ
っ
て
も
、
適
用
し
な
い
。

４

輸
入
者
が
産
品
に
つ
い
て
関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
要
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
産
品
が
輸
出
締
約
国
の
原
産
品
で
な

い
と
き
又
は
当
該
輸
入
者
が
こ
の
章
に
規
定
す
る
関
連
す
る
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
き
は
、
輸
入
締
約
国
は
、
当
該
産
品
に

つ
い
て
関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
二
条

原
産
地
証
明
の
有
効
性

１

原
産
地
証
明
は
、
発
給
さ
れ
、
又
は
作
成
さ
れ
る
日
か
ら
十
二
箇
月
間
有
効
な
も
の
と
す
る
。
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局

が
原
産
地
証
明
の
提
出
を
要
求
す
る
場
合
に
は
、
当
該
原
産
地
証
明
は
、
そ
の
有
効
期
間
内
に
お
け
る
一
又
は
二
以
上
の
税

関
申
告
に
含
ま
れ
る
一
回
限
り
の
輸
入
の
た
め
に
、
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
に
提
出
さ
れ
る
。
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２

産
品
が
輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
の
監
督
の
下
で
一
時
輸
入
さ
れ
、
又
は
蔵
置
さ
れ
る
場
合
に
は
、
原
産
地
証
明
の
有
効

期
間
は
、
当
該
税
関
当
局
が
そ
の
一
時
輸
入
又
は
蔵
置
を
認
め
た
期
間
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
は
、
原
産
地
証
明
が
１
に
規
定
す
る
提
出
の
た
め
の

終
期
日
の
後
に
提
出
さ
れ
る
場
合
に
お

い
て
、
定
め
ら
れ
た

終
期
日
ま
で
に
提
出
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
例
外
的
な
状
況
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
関
税
上

の
特
恵
待
遇
を
与
え
る
目
的
で
当
該
原
産
地
証
明
を
受
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
三
条

補
助
的
な
文
書

第
五
十
四
条
５
及
び
第
五
十
七
条
４
に
規
定
す
る
文
書
で
あ
っ
て
、
原
産
地
証
明
の
対
象
と
な
る
産
品
が
輸
出
締
約
国
の
原

産
品
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
目
的
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
特
に
次
の
も
の
を
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

輸
出
者
又
は
生
産
者
が
関
係
す
る
産
品
を
得
る
た
め
に
行
っ
た
加
工
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
証
拠

(a)

い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
材
料
の
原
産
性
を
証
明
す
る
文
書
で
あ
っ
て
、
当
該
い
ず
れ
か
の
締
約
国

(b)
の
法
令
に
従
っ
て
使
用
さ
れ
る
も
の

い
ず
れ
か
の
締
約
国
に
お
け
る
材
料
に
つ
い
て
の
作
業
又
は
加
工
を
証
明
す
る
文
書
で
あ
っ
て
、
当
該
い
ず
れ
か
の
締

(c)
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
使
用
さ
れ
る
も
の
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使
用
さ
れ
た
材
料
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
の
原
産
品
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
原
産
地
証
明
で
あ
っ
て
、
当
該
い
ず
れ

(d)
か
の
締
約
国
に
お
い
て
発
給
さ
れ
、
又
は
作
成
さ
れ
る
も
の

第
六
十
四
条

文
書
及
び
記
録
の
保
管

１

原
産
地
証
明
書
の
発
給
を
受
け
た
輸
出
者
は
、
当
該
原
産
地
証
明
書
の
発
給
の
日
の
後
少
な
く
と
も
五
年
間
、
第
五
十
四

条
５
に
規
定
す
る
文
書
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

原
産
地
証
明
書
を
発
給
し
た
輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
又
は
発
給
機
関
は
、
当
該
原
産
地
証
明
書
に
つ
い
て
の
記

録
及
び
当
該
原
産
地
証
明
書
の
発
給
に
必
要
な
補
助
的
な
情
報
を
、
当
該
原
産
地
証
明
書
の
発
給
の
日
の
後
少
な
く
と
も
五

年
間
保
管
す
る
。

３

原
産
地
申
告
を
作
成
し
た
認
定
輸
出
者
は
、
当
該
原
産
地
申
告
の
作
成
の
日
の
後
少
な
く
と
も
五
年
間
、
当
該
原
産
地
申

告
の
写
し
及
び
第
五
十
七
条
４
に
規
定
す
る
文
書
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

産
品
の
生
産
者
で
あ
っ
て
、
第
五
十
四
条
６

に
規
定
す
る
誓
約
を
提
供
す
る
も
の
又
は
同
条
６

に
規
定
す
る
申
告
を

(a)

(b)

提
出
す
る
も
の
は
、
原
産
地
証
明
書
の
発
給
の
日
又
は
同
条
６

に
規
定
す
る
誓
約
が
当
該
生
産
者
に
よ
り
輸
出
者
に
対
し

(a)

て
提
供
さ
れ
た
日
の
後
少
な
く
と
も
五
年
間
、
当
該
産
品
の
原
産
地
に
関
連
す
る
記
録
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
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だ
し
、
当
該
生
産
者
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
誓
約
又
は
提
出
さ
れ
た
申
告
に
基
づ
き
原
産
地
証
明
書
が
発
給
さ
れ
な
か
っ
た
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

第
五
十
七
条
３

に
規
定
す
る
産
品
の
生
産
者
は
、
同
条
３

に
規
定
す
る
誓
約
が
当
該
生
産
者
に
よ
り
認
定
輸
出
者
に

(b)

(b)

対
し
て
提
供
さ
れ
た
日
の
後
少
な
く
と
も
五
年
間
、
当
該
産
品
の
原
産
地
に
関
連
す
る
記
録
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
当
該
生
産
者
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
誓
約
に
基
づ
き
原
産
地
申
告
が
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

６

こ
の
条
の
規
定
に
従
っ
て
保
管
す
る
記
録
に
は
、
電
子
的
な
記
録
を
含
む
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
五
条

軽
微
な
誤
り

輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
は
、
軽
微
な
誤
り
（
例
え
ば
、
軽
微
な
表
現
の
相
違
又
は
語
句
の
欠
落
、
タ
イ
プ
の
誤
り
、
指
定

さ
れ
た
欄
か
ら
の
は
み
出
し
）
を
考
慮
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
軽
微
な
誤
り
が
原
産
地
証
明
に
含
ま
れ
る
情
報

の
正
確
性
に
疑
い
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

第
六
十
六
条

確
認
手
続

１

両
締
約
国
は
、
こ
の
章
の
規
定
の
適
正
な
適
用
を
確
保
す
る
た
め
、
こ
の
協
定
及
び
そ
れ
ぞ
れ
自
国
の
法
令
に
従
い
、
原
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産
地
証
明
に
関
す
る
情
報
を
確
認
す
る
た
め
に
相
互
に
支
援
す
る
。

２

輸
入
締
約
国
は
、
輸
出
締
約
国
か
ら
輸
入
さ
れ
る
産
品
が
こ
の
章
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
か
否
か
を
決
定
す
る
た

め
、
輸
入
締
約
国
の
関
係
当
局
を
通
じ
て
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
原
産
地
証
明
に
関
す
る
情
報
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

輸
入
者
に
対
し
、
原
産
地
証
明
に
関
す
る
情
報
を
要
請
す
る
こ
と
。

(a)

輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
対
し
、
原
産
地
証
明
に
関
す
る
情
報
を
当
該
原
産
地
証
明
に
基
づ
い
て
要
請
す
る

(b)
こ
と
。

第
六
十
四
条
の
規
定
に
従
っ
て
文
書
及
び
記
録
を
保
管
す
る
輸
出
者
、
認
定
輸
出
者
又
は
生
産
者
か
ら
の
原
産
地
証
明

(c)
に
関
す
る
情
報
を
輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
を
通
じ
て
要
請
す
る
こ
と
。

輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
が
輸
入
締
約
国
の
関
係
当
局
の
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
の
立
会
い
の
下
に
第
六
十
四

(d)
条
の
規
定
に
従
っ
て
文
書
及
び
記
録
を
保
管
す
る
輸
出
者
、
認
定
輸
出
者
又
は
生
産
者
の
施
設
を
訪
問
す
る
こ
と
を
通
じ

て
当
該
産
品
の
生
産
に
お
い
て
使
用
さ
れ
た
設
備
の
確
認
を
行
い
、
及
び
収
集
し
た
情
報
を
訪
問
の
後
に
提
供
す
る
こ
と

を
、
輸
出
締
約
国
に
対
し
て
要
請
す
る
こ
と
。



89

３

輸
入
締
約
国
の
関
係
当
局
は
、
２
の
規
定
の
実
施
の
た
め
に
、
確
認
の
要
請
を
行
う
理
由
を
付
し
て
、
原
産
地
証
明
の
写

し
を
輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
返
送
す
る
。
原
産
地
証
明
に
記
載
さ
れ
た
情
報
が
不
正
確
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す

る
文
書
又
は
情
報
が
得
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
文
書
又
は
情
報
を
当
該
要
請
の
裏
付
け
と
し
て
当
該
権
限
の
あ
る
当
局
に

送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
２

及
び

の
規
定
の
実
施
の
た
め
に
、
要
請
さ
れ
た
情
報
を
そ
の
要
請
の
受

(a)

(b)

(c)

領
の
日
の
後
三
箇
月
以
内
に
提
供
す
る
。

輸
入
締
約
国
の
関
係
当
局
は
、
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
原
産
地
証
明
に
関
す
る
追
加
の
情
報
を
要
請
す
る
こ
と
が

(b)
で
き
る
。
輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
当
該
関
係
当
局
が
追
加
の
情
報
を
要
請
す
る
場
合
に
は
、
要
請
さ
れ
た

情
報
を
そ
の
要
請
の
受
領
の
日
の
後
二
箇
月
以
内
に
提
供
す
る
。

５

輸
入
締
約
国
の
関
係
当
局
は
、
２

の
規
定
に
よ
る
訪
問
の
実
施
を
輸
出
締
約
国
に
対
し
て
要
請
す
る
場
合
に
は
、
そ

(a)

(d)

の
要
請
を
行
う
た
め
の
書
面
を
、
訪
問
の
実
施
を
希
望
す
る
日
の
少
な
く
と
も
三
十
日
前
ま
で
に
受
領
の
確
認
を
伴
う
方

法
に
よ
り
輸
出
締
約
国
に
送
付
す
る
。

の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
る
書
面
に
は
、
次
の
事
項
に
関
す
る
情
報
を
含
め
る
。

(b)

(a)
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当
該
書
面
を
送
付
す
る
輸
入
締
約
国
の
関
係
当
局
を
特
定
す
る
事
項

(i)

輸
出
締
約
国
に
所
在
し
、
か
つ
、
第
六
十
四
条
の
規
定
に
従
っ
て
文
書
及
び
記
録
を
保
管
す
る
輸
出
者
、
認
定
輸
出

(ii)
者
又
は
生
産
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
施
設
へ
の
訪
問
が
要
請
さ
れ
る
も
の
の
名
称

訪
問
の
実
施
を
希
望
す
る
日
及
び
場
所

(iii)

訪
問
の
目
的
及
び
実
施
の
範
囲
（
原
産
地
証
明
に
記
載
さ
れ
た
産
品
で
あ
っ
て
、
確
認
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の

(iv)
の
明
記
を
含
む
。
）

訪
問
に
立
ち
会
う
輸
入
締
約
国
の
関
係
当
局
の
職
員
の
氏
名
及
び
官
職

(v)
輸
出
締
約
国
は
、
２

の
規
定
に
よ
り
要
請
さ
れ
る
訪
問
の
実
施
を
受
諾
す
る
か
否
か
を
、

の
規
定
に
よ
り
送
付
さ

(c)

(d)

(a)

れ
る
書
面
を
受
領
し
た
後
三
十
日
以
内
に
輸
入
締
約
国
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
回
答
す
る
。

輸
出
締
約
国
は
、
訪
問
の

終
日
の
後
六
十
日
以
内
又
は
相
互
に
同
意
す
る
そ
の
他
の
期
間
内
に
、
２

の
規
定
に
よ

(d)

(d)

り
収
集
し
た
情
報
を
輸
入
締
約
国
の
関
係
当
局
に
提
供
す
る
。

６

輸
入
締
約
国
の
関
係
当
局
は
、
輸
出
締
約
国
が
確
認
の
要
請
を
受
領
し
た
後
十
二
箇
月
以
内
に
、
輸
出
締
約
国
の
権
限
の

あ
る
当
局
に
対
し
、
確
認
の
対
象
と
な
る
産
品
が
こ
の
章
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
か
否
か
に
つ
い
て
の
書
面
に
よ
る
決
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定
（
当
該
決
定
に
係
る
事
実
認
定
及
び
法
的
根
拠
を
含
む
。
）
を
送
付
す
る
。

７

輸
入
締
約
国
の
関
係
当
局
は
、
産
品
の
輸
入
者
が
当
該
関
係
当
局
か
ら
の
原
産
地
証
明
に
関
す
る
情
報
に
係
る
要
請
で

(a)
あ
っ
て
、
２

の
規
定
に
よ
る
も
の
に
応
じ
な
い
場
合
に
は
、
当
該
産
品
に
つ
い
て
関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
与
え
な
い
こ

(a)

と
が
で
き
る
。

輸
入
締
約
国
の
関
係
当
局
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
は
、
関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
も
の

(b)
と
し
、
輸
出
締
約
国
の
権
限
の
あ
る
当
局
に
対
し
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
の
決
定
を
送
付
す
る
。

４
若
し
く
は
５

に
規
定
す
る
期
間
内
に
情
報
を
提
供
す
る
と
の
要
件
又
は
５

に
規
定
す
る
期
間
内
に
５

に
規

(i)

(d)

(c)

(a)

定
す
る
書
面
に
対
し
て
回
答
す
る
と
の
要
件
が
満
た
さ
れ
な
い
場
合

２

に
規
定
す
る
要
請
が
拒
否
さ
れ
る
場
合

(ii)

(d)
２

か
ら

ま
で
の
規
定
に
よ
り
輸
入
締
約
国
の
関
係
当
局
に
提
供
さ
れ
た
情
報
が
こ
の
章
に
規
定
す
る
要
件
を
産

(iii)

(b)

(d)

品
が
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
十
分
で
な
い
場
合

輸
入
締
約
国
の
税
関
当
局
は
、
確
認
の
結
果
が
出
る
ま
で
の
間
、
問
題
と
さ
れ
る
原
産
地
証
明
の
対
象
と
な
る
産
品
に

(c)
つ
い
て
関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
与
え
る
こ
と
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
停
止
が
、
当
該
産
品
の
引
取
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り
を
妨
げ
る
理
由
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

輸
入
締
約
国
は
、
自
国
の
関
係
当
局
が
特
定
の
生
産
者
の
特
定
の
産
品
に
つ
い
て
関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
与
え
る
要
件

(d)
を
満
た
さ
な
い
と
の
決
定
を
既
に
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
後
に
輸
入
さ
れ
る
当
該
生
産
者
の
同
種
の
産
品
が
こ
の

章
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
ま
で
、
当
該
同
種
の
産
品
の
輸
入
者
に
対
し
、
当
該
同
種
の
産
品
に

つ
い
て
関
税
上
の
特
恵
待
遇
を
与
え
る
こ
と
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
七
条

罰
則

各
締
約
国
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
関
連
す
る
自
国
の
法
令
の
違
反
に
対
し
、
適
当
な
罰
則
そ
の
他
の
措
置
を
採
用
し
、
又
は

維
持
す
る
。第

六
十
八
条

秘
密
性

１

一
方
の
締
約
国
は
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
他
方
の
締
約
国
が
こ
の
章
の
規
定
に
従
っ
て
一
方
の
締
約
国
に
秘
密
の
も
の

と
し
て
提
供
し
た
情
報
の
秘
密
性
を
保
持
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
当
該
情
報
を
開
示
か
ら
保
護
す
る
。

２

輸
入
締
約
国
の
関
係
当
局
が
こ
の
章
の
規
定
に
従
っ
て
入
手
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、

こ
の
章
の
規
定
の
実
施
の
た
め
に
、
当
該
関
係
当
局
の
み
が
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

(a)
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外
交
上
の
経
路
又
は
輸
出
締
約
国
の
関
係
法
令
に
従
っ
て
設
け
ら
れ
た
そ
の
他
の
経
路
を
通
じ
て
当
該
情
報
の
使
用
の

(b)
許
可
を
輸
入
締
約
国
が
要
請
し
、
か
つ
、
当
該
許
可
が
輸
入
締
約
国
に
提
供
さ
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
輸
入
締
約
国

は
、
裁
判
所
又
は
裁
判
官
の
行
う
刑
事
手
続
に
お
い
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
六
十
九
条

原
産
地
規
則
に
関
す
る
小
委
員
会

１

こ
の
章
の
規
定
を
効
果
的
に
実
施
し
、
及
び
運
用
す
る
た
め
、
両
締
約
国
は
、
こ
こ
に
原
産
地
規
則
に
関
す
る
小
委
員
会

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
小
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

２

小
委
員
会
は
、
次
の
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

次
の
事
項
に
関
し
、
検
討
し
、
及
び
必
要
な
場
合
に
は
委
員
会
に
対
し
適
当
な
勧
告
を
行
う
こ
と
。

(a)

こ
の
章
の
規
定
の
効
果
的
な
、
統
一
的
な
、
か
つ
、
一
貫
し
た
運
用
（
こ
の
章
の
規
定
の
解
釈
、
適
用
及
び
こ
れ
ら

(i)
に
関
す
る
協
力
の
増
進
を
含
む
。
）

附
属
書
三
の
改
正
（
統
一
シ
ス
テ
ム
の
改
正
を
考
慮
し
た
も
の
）
及
び
附
属
書
四
の
改
正
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
か
の

(ii)
締
約
国
が
提
案
す
る
も
の

次
条
に
規
定
す
る
運
用
上
の
手
続
規
則

(iii)
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こ
の
章
の
規
定
に
関
連
す
る
そ
の
他
の
問
題
（
原
産
地
の
決
定
に
関
連
す
る
関
税
分
類
及
び
関
税
評
価
、
原
産
資
格
割

(b)
合
の
計
算
並
び
に
電
子
証
明
の
制
度
の
開
発
を
含
む
。
）
で
あ
っ
て
両
締
約
国
が
合
意
す
る
も
の
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ

と
。委

員
会
に
対
し
小
委
員
会
の
所
見
を
報
告
す
る
こ
と
。

(c)

委
員
会
が
委
任
す
る
そ
の
他
の
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
。

(d)
３

小
委
員
会
は
、
両
締
約
国
が
合
意
す
る
時
期
及
び
場
所
に
お
い
て
又
は
手
段
に
よ
っ
て
会
合
を
開
催
す
る
。

第
七
十
条

運
用
上
の
手
続
規
則

委
員
会
は
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
時
に
、
こ
の
章
の
規
定
に
関
す
る
詳
細
な
指
針
を
定
め
る
運
用
上
の
手
続
規
則
を
採

択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
一
条

雑
則

輸
入
締
約
国
と
輸
出
締
約
国
と
の
間
の
連
絡
に
つ
い
て
は
、
英
語
に
よ
り
行
う
。

第
七
十
二
条

輸
送
中
の
産
品
又
は
蔵
置
さ
れ
て
い
る
産
品
の
た
め
の
経
過
規
定

こ
の
協
定
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
適
合
す
る
産
品
で
あ
っ
て
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
輸
出
締
約
国
か
ら
輸
入
締
約
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国
に
輸
送
中
で
あ
り
、
又
は
税
関
当
局
の
監
督
下
で
保
税
倉
庫
に
一
時
蔵
置
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
遡
及
し
て
発
給
さ
れ
た
原
産
地
証
明
書
又
は
原
産
地
申
告
が
、
当
該
産
品
が
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
積
送

基
準
を
満
た
す
こ
と
を
示
す
第
六
十
条
に
規
定
す
る
文
書
と
と
も
に
、
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
の
後
四
箇
月
以
内
に
、
輸

入
締
約
国
の
税
関
当
局
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

第
四
章

税
関
手
続
及
び
貿
易
円
滑
化

第
七
十
三
条

適
用
範
囲

１

こ
の
章
の
規
定
は
、
両
締
約
国
間
で
取
引
さ
れ
る
物
品
の
通
関
及
び
両
締
約
国
間
で
取
引
さ
れ
る
物
品
（
輸
送
手
段
を
含

む
。
）
で
あ
っ
て
両
締
約
国
の
関
税
領
域
に
出
入
り
す
る
も
の
に
対
す
る
税
関
管
理
に
必
要
な
税
関
手
続
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

２

こ
の
章
の
規
定
は
、
両
締
約
国
に
よ
り
、
各
締
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
。

注
釈

こ
の
条
及
び
第
七
十
五
条
の
規
定
の
適
用
上
、
「
関
税
領
域
」
と
は
、
締
約
国
の
関
税
法
令
が
適
用
さ
れ
る
領
域
を

い
う
。

第
七
十
四
条

目
的


